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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年３月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 平成２７年７月２６日 １９時００分ごろ 

発生場所 愛媛県新居浜
に い は ま

市新居浜港新居浜第４区 

 船上
ふながみ

岩灯標から真方位１８３°１.２海里付近 

 （概位 北緯３３°５７.２′ 東経１３３°１４.１′） 

事故の概要  貨物船大黒
だいこく

丸は、着岸作業中、一等航海士が落水し、死亡した。 

事故調査の経過  平成２７年９月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 大黒丸、１８６トン 

 １３３６０５、明港汽船株式会社 

 ５３.３２ｍ×８.８０ｍ×５.３０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年１０月１日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５２年１２月２３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年７月７日 

免状有効期間満了日 平成３２年７月２３日 

一等航海士 男性 ６４歳 

五級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和４６年１２月１０日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２２年１０月６日 

免状有効期間満了日 平成２８年２月２８日 

機関長 男性 ４８歳 

五級海技士（機関） 

免 許 年 月 日 平成１７年６月３日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２７年４月２７日 

免状有効期間満了日 平成３２年６月２日 

 死傷者等 死亡 １人（一等航海士） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 ほぼ高潮時、海上 平穏 
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日没時刻：１９時１３分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長、一等航海士及び機関長が乗り組み、積荷役待機の目

的で、新居浜港新居浜第４区磯浦公共岸壁（以下「本件岸壁」とい

う。）に右舷着けする態勢で接近した。 

 本船は、船長が船橋で操船し、本件岸壁の間近で一等航海士と機関

長が左舷錨を投下して錨鎖を２節半伸出した後、一等航海士が右舷船

尾で岸壁への接近状況を報告し、岸壁に接近したら機関長が本件岸壁

に飛び降りて綱取り作業をするつもりで上甲板右舷側の甲板室付近の

通路で待機した。 

 機関長は、本件岸壁まで船首が約６ｍ、船尾が約２ｍとなったと

き、一等航海士が、右舷船尾端部のブルワーク（以下「本件ブルワー

ク」という。）上に立ち、トランシーバで船尾を岸壁に近づけるよう

船長に要請したのを見た。 

 機関長は、本件ブルワーク上に立っている一等航海士を見た後、本

件岸壁に飛び降りるタイミングを見計らうため自身の足下に視線を移

し、再び船尾を見ると一等航海士の姿が見えなかったので、平成２７

年７月２６日１９時００分ごろ、トランシーバで一等航海士が海中に

落水した旨を船長に報告した。 

 船長は、機関を中立運転とした後、右舷ウイングに出て海面を見た

ところ、浮き上がってきた一等航海士を認め、直ちに上甲板に降り、

機関長に対し、海に飛び込んで一等航海士を救助するよう指示した。 

 一等航海士は、自力で泳いで岸壁のフェンダーにつかまった。 

 機関長は、海中に飛び込み、本件岸壁に飛び降りた船長と共に、一

等航海士を本件岸壁に引き揚げようとしたものの、救助作業の途中で

一等航海士が意識を失ったので、引き揚げることができなかった。 

 船長は、本件岸壁で釣りをしていた人に警察、消防署への通報を要

請したところ、警察官２人と消防署のレスキュー隊が到着して一等航

海士を岸壁に引き揚げ、救急車で病院へ搬送した。 

 一等航海士は、心肺停止状態で病院に搬送され、翌２７日１５時０

０分ごろ死亡し、死因は外傷性頚髄
けいずい

損傷と診断された。 

（写真１ 本件ブルワークの状況（右舷船首から右舷船尾を見たとこ

ろ）、写真２ 本件手すりの状況（左舷着け状態の本船船尾部を左

舷後方から見たところ） 参照） 

 その他の事項  本件ブルワーク頂部は、右舷側の幅が約３０cm、船尾側の幅が約３

９cmであり、甲板上の高さが約８１cmであった。 

 本件ブルワーク上に設置されている鉄パイプ製の手すり（以下「本

件手すり」という。）は、高さが約６３cm、右舷側の長さが約４２

cm、船尾側の長さが約４６cmであった。 

 本件ブルワークの上面は、本事故時、白色のペンキで塗装されてい

たが、本事故後、緑色の滑り止め塗装が施工された。 
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 本事故時、海面から本件岸壁までの高さは約１.５ｍであり、本件

岸壁から船尾上甲板までの高さは約１.５ｍであった。 

 本船は、本事故が発生するまで、着岸作業に際し、綱取り作業員を

手配せず、船体が岸壁に接触した状態になった後、乗組員が上甲板か

ら岸壁に直接飛び降りたり、上甲板から吊
つ

り下げタイヤフェンダーに

一旦降りてから岸壁に飛び降りたりして綱取り作業を行っていた。 

 本船の着岸作業時の配置は、通常、船首が一等航海士、船尾が機関

長であり、本事故時、船尾が先に着岸する状況となったので、一等航

海士が自身の判断で船首から船尾に応援に来ていたが、本件岸壁への

接近状況を確認するには、船尾上甲板に立ち、本件ブルワークの内側

からでも可能であった。 

 一等航海士は、本事故時、ヘルメットを着用し、安全靴を履いてい

たが、救命胴衣は着用していなかった。 

 一等航海士は、日頃から船内では飲酒せず、また、薬等も服用して

いなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

なし 

 一等航海士の死因は、外傷性頚髄損傷であった。 

 本船は、本件岸壁に着岸作業中、一等航海士が本件ブルワーク上か

ら落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることは

できなかった。 

 一等航海士は、本件ブルワーク上から落水する際に外傷性頚髄損傷

を負ったものと考えられるが、外傷性頚髄損傷を負うに至った状況を

明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が、本件岸壁に着岸作業中、一等航海士が本件ブル

ワーク上から落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考  船舶所有者、船舶管理会社は、本事故後、着岸作業時には、綱取り

作業員を手配することとした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・墜落等のおそれのある場所で作業を行う場合は、保護帽、命綱又

は安全ベルト、作業用救命衣等を使用すること。 
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写真１ 本件ブルワークの状況（右舷船首から右舷船尾を見たところ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 本件手すりの状況（左舷着け状態の本船船尾部を左舷後方から見たところ） 
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